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概　要

　兵庫県は、ライフステージに応じた環境教育
の推進に力を入れており、全国に先駆けた施策
として、2009年度から兵庫県下全 805公立小
学校 3年生を対象に、地域の多様なステークホ
ルダーの協力による実体験を重視した「環境体
験事業」を実施している。
　筆者は、当初から多様なステークホルダーを
つなぐ環境教育コーディネーターとしての役割
を担ってきた。実践事例に示すように、その知
見から教員の変化によって子どもが変わる、子
どもが変わる姿を見てさらに教員が変わる、そ
の姿に地域支援者もモチベーションがあがると
いう気づきの往還によって、社会全体にイノ
ベーションが起こる場面に多く遭遇してきた。
　しかしその一方で、教員の意識や経験知に
よって学習内容や成果に大きな差がでる現状も
見受けられた。そこで、教員自身が身近な自然
の存在に気づくこと、興味・関心を持つことが
必要であると考えた。そのためには、教員自身
が地域の人や自然と関わるプロセスを可能にす
るコーディネート型環境教育法を用いた体系的
な研修プログラムを開発しなければならないと
思い至った。そこで、本研究ノートは、プログ
ラム開発の基礎となる環境教育の基本的概念の
整理と環境教育における自然体験学習の意味の
提示、兵庫県の行政施策におけるコーディネー
ト型環境教育の実践の成果や課題を明らかにす
るとともに、自然体験学習における教員研修の
あり方を 6回の教員研修から検証するものであ
る。

1．はじめに

　地球環境問題解決には環境教育が重要であ
ることは国際的に認識されており、日本でも
2003年「環境の保全のための意欲の増進及び
環境教育の推進に関する法律」が制定され、各
省をはじめ多くの関係機関がそれぞれ環境教育
に取り組んでいる。しかしながら、現状は学校
や教員の裁量に任されている部分が大きい。実
施時間枠として 2002年から導入された「総合
的な学習の時間」での活用等が例示されていた
にも関わらず、「日本においては学校教育への
浸透がなかなか進んでいない」（阿部 2012 : 6-
7）。その理由として、「教員の労働条件や校内体
制の不備」「予算の不足」（朝岡 2010 : 14）があ
げられている。
　これに対し、兵庫県は、2006年 3月に「兵
庫県環境学習環境教育基本方針」（兵庫県 
2006）を策定し、ライフステージに応じた環境
教育の推進に力を入れており、その柱の一つと
して「環境体験事業」を実施している。この事
業は、2007年からモデル推進校による試行が
はじまり、2009年度から兵庫県下全 805公立
小学校 3年生を対象として実施している。県知
事発案の主要施策として「総合的な学習の時
間」の中に正規の時間枠が設けられており、県
から市町を通じて、各学校に補助金が交付され
て、単独の事業として予算措置されている。
　さらには、学校教育の枠にとどまらず、身近
な自然と地域の人々をつなぐ実体験を重視して
おり、コミュニティスクールとしても全国に先
駆けた施策であるといえよう。その結果、多く
のステークホルダー間で身近な自然の価値の共
有、持続的な活動支援が構築され、毎年充実し
た活動が展開されている事例もでてきている。
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環境教育について十分理解できていないと答え
ており、さらには、身近な自然の価値はおろか
存在そのものに気づいていないという回答も
あった。
　この課題を解決するためには、環境教育担当
教員の教育が重要である。中でもコーディネー
トという手法は、地域や身近な自然をつなぐ環
境教育を指導する教員には欠かせないスキルで
ある。そこで、兵庫県で実施する環境教育担当
教員の研修を社会実践の場とし、積み上げた知
見や成果を「コーディネート型環境教育法」と
いう枠組みで捉え直し、教育手法として確立で
きるのではないかと考えた。
　そのため、本研究ノートは、まず研究の前提
となる環境教育の基本的概念の整理と環境教育
における自然体験学習の意味の提示、兵庫県の
行政施策におけるコーディネート型環境教育の
実践の成果や課題を精査し、その必要性を明ら
かにしたい。さらには、既に 6回実施している
自然体験学習における教員研修のアンケート等
から今後の教員研修のあり方やコーディネート
型環境教育の必要性を明らかにしたい。

2．  環境教育の基本的概念とコーディネート
型環境教育法の必要性

2. 1　環境教育の基本的概念と動向

　環境教育という言葉が初めて使われたのは、
1948年国際自然保護連合2設立総会においてで
ある。しかし、環境教育は、発生している環境
問題や社会情勢でたえず変化しており「概念的
にあやふやな存在」（平山 2005 : 240）であった。
1962年、レイチェル・カーソンは、『沈黙の春』
の中で「昆虫と一緒に私たちも滅んでしまうよ
うな愚かなことはやめよう」（Carson 1962 : 9）
と農薬や殺虫剤など化学物質による生態系汚染
に対する警告・告発や自然と人間の共生の思想
を提唱し、ようやく、多くの人の目が環境問題
に向きはじめた。しかし、その後しばらくは「環
境教育」という用語に注目されることは少な

つまり、この施策は、うまく展開していけば、
環境教育によって「学校教育と社会教育をつな
ぎ、学校と家庭、地域、企業、行政をつなぐ」（阿
部 2012 : 9）21世紀の人類が目指すべき社会モ
デルになるであろう。
　筆者は、2007年度から実施が始まったモデ
ル推進校による試行段階から、地域に住む環境
教育の専門家として相談を受け、学校独自の学
習プログラムづくりにボランティアとして協力
してきた。2009年度からは、学校とつながり
にくい多様なステークホルダーをつなぐ環境教
育コーディネーターとしての役割を担い、複数
の小学校で社会実践を行ってきた。その知見を
基に、学校と行政、地縁組織、NPO等を結び
つけるコーディネーターの介在による持続可能
な環境教育プログラム普及と地域づくりにつな
がるワーキングネット形成のためのプロセスを
分析し、環境教育コーディネーターの有用性や
役割を明らかにした（丸谷　2011）。　
　さらには、教員自身が校区内にある身近な自
然の価値に気づき、その意識が変容することで
子どもたちの指導や地域支援者に対する対応等
に大きな変化が見られる場面に多々遭遇したこ
とから、気づきの往還によって、社会全体にイ
ノベーションが起っていくことや、これらの変
化において、教員の意識醸成が環境体験学習の
重要な要となることが明らかになった。
  また、目指すべき社会モデルとしては、社会
実践の一つである明石市立高丘東小学校にお
いて、「学校がコミュニティの核になることで、
持続可能な地域づくりの芽をはぐくむことにも
つながる」（阿部 2012 : 6-7）という可能性を示
唆する事例を示すことができた。
　しかしその一方で、教員の意識や経験知に
よって学習内容や成果に大きな差がでることや
活動時間の確保の難しさなど、いくつか課題も
見つかった。その背景には、実際の活動内容が
担当教員に委ねられており、教員の意識や経験
知により環境教育としての成果をあげられてい
ないことが要因ではないだろうか。このような
課題意識をもとに環境教育担当教員へのアン
ケート調査 1を実施したところ、教員の多数が、

1 2011年から 2014年まで筆者が講師をつとめた環境教育担当教員研修のアンケート 6回分及び 2013年度明石市環境教育担当者へのアン
ケート調査を実施。

2 「International Union for Protection of Nature and Natural Resources」野生生物の保全を目的とした世界最大の自然保護組織。
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林や河川など自然環境を育成することの重要性
の理解、国土保全等の公益との調整、地域の農
林水産業等との調和、地域住民の福祉の維持向
上、地域における環境保全に関する文化及び歴
史の継承への配慮などがあげられている。
　具体的な施策としては、国による基本方針の
策定、学校や地域、職場における環境教育の推
進、環境教育にたずさわる人材の育成、さまざ
まな人の参加促進などのほか、環境教育の場と
なる森林や河川、海岸など自然環境の保全も進
めるとしている。また、国や地方自治体と事業
者や国民、民間団体との連携についても言及さ
れている。こうして、国として環境教育の基本
方針が策定され、環境教育を推進する体制が整
えられたことは、評価されるものであるが、努
力目標が多く、強制力のある条項が少ないうえ
に、日本が目指す持続可能な社会とはどのよう
な社会なのか、という将来像が明確にされてい
ない。そのため、環境教育を行う学校教育の現
場で共通の正しい認識が浸透していないのが現
状である。阿部治は、第 22回日本環境教育学
会8において、環境教育の目的は「持続可能な
社会実現に主体的に参画する人材の育成 =人
と自然、人と人、人と社会の『つながり、関係
性の再構築』であり、その目標は持続可能な社
会構築に向けた 2つの『そうぞうりょく』=想
像力と創造力を育む」ものと定義した。図 1は、
1990年代後半以降の日本における環境教育の
範囲を示している（日本環境教育フォーラム 
2008）。環境教育から「持続可能な開発に向け
た教育」に発展していく過程で、時代にあわせ
た領域の対応が必要となり、グローバルな視野
とローカルな視点を併せ持つ 3つの輪の重なり
の中に位置づけられる総合系が新たに提唱され
るようになった。

かった。国際的に取り組まれるようになったの
は、1972年、スウェーデンで開催された「ストッ
クホルム国連人間環境会議」3と「人間環境宣
言」4である（日本環境教育フォーラム編著 
2008 : 27）。この国連会議を受ける形で、1975
年、ユーゴスラビアで開催された初の国際環境
教育専門家会議「国際環境教育会議」で「ベオ
グラード憲章」が採択されている。
　さらに、1992年、リオデジャネイロで開催
された「国連環境開発会議」において「環境と
開発に関するリオデジャネイロ宣言」と行動計
画「アジェンダ 21」が採択され、環境と開発
の教育が提示された。この宣言が、環境教育の
進展型である「持続可能な開発のための教育
（ESD）」5の流れの始まりとされている。
　2002年に開催された「国連環境開発サミッ
ト」6では「国連持続可能な開発のための教育
の 10年」7が日本政府と日本の NGOによって
共同提案され、同年 12月の国連本会議で決議
された。国連の担当機関は UNSCOで、2005
年からの 10年の目標を「持続可能な開発の原
則、価値観、実践を教育と学習のあらゆる側面
に組み込むこと」であるとし、ESDの視点か
らさまざまな課題解決の推進を掲げた。日本に
おいては、この目標達成のために、従来から国
の各省庁、地方自治体、民間企業、民間団体等
で個別に実施されてきた環境教育の総合法制と
して、2003年「環境の保全のための意欲の増
進及び環境教育の推進に関する法律」を制定し、
「環境教育の推進」に必要な事項が定められた。
環境教育については、「環境の保全についての
理解を深めるために行われる環境の保全に関す
る教育及び学習」と定義し、環境省、文部科学省、
国土交通省、農林水産省、経済産業省の各省庁
がそれぞれ「環境教育」という名称を用いた事
業を実施することができるようになった。また、
国・地方自治体・国民・民間団体などの責務も
定められ、その理念として、環境保全活動や環
境教育について、自発的意思の尊重、多様な主
体の参加と協力、透明性及び継続性の確保、森

3 通称「ストックホルム会議」
4 ストックホルム宣言とも言われている。
5 「Education　for Sustainable Development」の訳語
6 通称「ヨハネスブルク・サミット」と呼ばれている。
7 UN Decade of Education for Sustainable Development,DESD
8 2011年 7月 15日 16日に青森大学で開催され、教員のための環境教育セミナー・総論の『これからの環境教育』の講義の中で述べられた。
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ての理解と関心を深めることの重要性を踏まえ、
地域住民その他の社会を構成する多様な主体の
参加と協力を得るよう努めるとともに、透明性
を確保しながら継続的に行われるものとする」
としており、この法律を解説する冊子（環境省・
文部科学省 2005 : 10）の中では、さらに、環境
教育を進める手法として、体験活動や実践体験
を環境教育の中心に位置づけている。
　自然体験学習の重要性は、2010年 3月に閣
議決定された生物多様性国家戦略でも以下のよ
うに提起されている。「日本人は、農業や林業、
沿岸域での漁業の長い歴史を通じて、多くの生
きものや豊かな自然と共生した日本固有の文化
を創り上げてきました。しかし、（中略）日本
人と自然の関係は薄れ、それぞれの地域の自然
と文化が結びついた特有の風土が失われつつあ
ります」（環境省 2010 : 1）と現状を分析した上
で、生物多様性を社会に浸透させるため、「自
然の恵み豊かな国土を将来世代に引き継いでい
くためにも、私たちひとりひとりの日常の暮ら
しにとどまらず、社会全体で生物多様性につい

2. 2　自然体験を基軸とした環境教育

　自然体験を基軸とした環境教育は、従来、
社会教育としての自然保護教育の中で、自然観
察会として実施されてきた。自然体験学習は「環
境教育にとってのベースラインというべき、自
然のさまざまな姿、自然と人間とのかかわりに
熱い眼差しを注ぐものである」（沼田 1987 : 1）
と位置づけられる。「これからの環境教育・環
境学習」（URL3）によれば、環境教育・環境学
習の実施にあたっては、①総合的であること、
②目的を明確にすること、③体験を重視するこ
と、④地域に根ざし、地域から広がるもの、と
いう 4つの視点を重視する必要があるとしてい
る。
　また、「環境の保全のための意欲の増進及
び環境教育の推進に関する法律」9においては、
持続可能な社会の構築を目的として掲げている。
この法律の中で、環境教育は「森林、田園、公園、
河川、湖沼、海岸、海洋等における自然体験活
動その他の体験活動を通じて環境の保全につい

9 平成 15年 7月法律第 130号制定

図 1　1990 年代後半以降の日本における環境教育の範囲（阿部 , 2008）
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期からの自然体験こそが、人として生きる力に
つながるであろう「想像力」と「創造力」、す
なわち、2つの「そうぞう」力を育み、答えの
出にくい未来に向かって人として生きる力をつ
ける最も重要な要素であるといえる。

2. 3　コーディネート型環境教育の必要性

　2003年「環境の保全のための意欲の増進及
び環境教育の推進に関する法律」が制定後は、
教育機関においても環境教育に取り組んでい
る。しかしながら、現状は「環境教育は、従来
から特別の教科等を設けず、各教科、道徳、特
別活動等の中で、また、それらの関連を図っ
て、学校全体の教育活動を通して取り組むこ
と」（国立教育政策研究所教育課程研究センター 
2007 : 17）と環境教育指導資料で示されている
ように、学校や教員の裁量に任されている部分
が大きい。
　筆者は、学校とつながりにくい多様なステー
クホルダーをつなぐ環境教育コーディネーター
としての役割を担い、複数の小学校で社会実践
を行ってきた。その知見を基に、学校と行政、
地縁組織、NPO等を結びつけるコーディネー
ターの介在による持続可能な環境教育プログラ
ム普及と地域づくりにつながるワーキングネッ
ト形成のためのプロセスを分析し、環境教育
コーディネーターの有用性や役割を明らかにし
た（丸谷　2011）。　
　さらには、教員自身が校区内にある身近な自
然の価値に気づき、その意識が変容することで
子どもたちの指導や地域支援者に対する対応等
に大きな変化が見られる場面に多々遭遇したこ
とから、教員の変化によって子どもが変わる、
子どもが変わる姿を見て、さらに教員が変わる、
それらの姿に地域支援者もモチベーションがあ

て考えたり、意識したりすることが必要です」
（環境省 2010 : 63）そして「教育・学習・体験
の推進やライフスタイルの転換」が必要であり
「家庭や学校、地域において生物多様性や生物、
地形・地質などについての教育・学習を進める
ことにより、子どもの頃から自然や生きものを
知り、体感することが大事です。そのため学校
教育において生物や地学などを含めた環境教育
の推進に努めるとともに、教員や環境保全の活
動に携わる人々を対象とした環境教育や体験学
習に関する研修などの取組を進めます。また、
子どもが放課後に、地域の中で地域の協力を得
て地域に固有の自然に遊び、親しむことを通じ
て自然を学ぶ自然体験学習を進めていきます」、
「自然とふれあう機会が少なくなっている現代
の子どもたちにとっては、学校や地域における
教育や学習だけでなく、『五感で感じる』原体
験の機会を増やすことも重要です。子どもたち
がのびのびと遊べる森、里、水辺や海辺づくり
や都市の中の身近な自然とふれあえる空間づく
り、農山漁村の長期滞在など、自然体験のため
の社会的なシステムをつくっていきます」とし
ている（環境省 2010 : 65-6）。
　自然体験学習の意義を、養老孟司は「自然と
のつきあいは、相手との『やりとり』が基本で
ある。たとえば、野原の草をとって畑にし、作
物を植える。するとスズメが来て作物を食べて
しまう。じゃあ、どうしようか。スズメを追い
払うのか。畑に網をかけるのか。そのためには
どうしたらよいか。そうしたら次に何が起こる
か。こんな風に自然に働きかけるときには、そ
の反応を見て次の手を考えなくてはならない。
自然環境に対する理解を深めるには、こうした
経験、つまり、自然と人間社会を行ったり来た
りする経験を積み重ねることが必要である」（養
老孟司 2003 : 145）と述べているように、幼少

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

　図 2　 環境体験事業における社会実験で得られた気づきの往還（筆者作成）
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教育手法は今までなされてこなかった。だが、
環境教育を学校教育の中で、価値あるものにす
るためには「コーディネート型環境教育法」と
して確立する必要性があるだろう。

3．  コーディネート型環境教育の実践

3. 1　兵庫県の環境教育施策

　兵庫県は、2004（平成 16）年 3月に「今後
の環境学習・教育の推進方策」について兵庫県
環境審議会に諮問を行った。この目的は、環境
問題の複雑化、多様化に対応する取り組みとし
て、多様な主体の参画と協働し、あらゆる場面
で環境学習・教育を積極的に展開するしくみを
つくることである。同審議会は、その中に、総
合部会環境教育等検討小委員会を設置し、7回
の委員会と 1回の意見交換会を経て、2006（平
成 18）年 2月に答申を行った。その答申内容
を踏まえて 2006（平成 18）年 3月「兵庫県環
境学習環境教育基本方針」を策定し、兵庫県に
おける環境学習・教育のこれまでの取り組み、
実施状況、あり方、推進方策や体制を示した。
さらに、その推進を目的に同じく、2006（平成
18）年 3月に「ひょうご環境学校事業プログラ
ム」が策定された。このプログラムは、具体的
な施策や事業、基盤の構築、支援体制の充実に
ついてまとめられている。また、「ひょうご環
境学校事業体系表」が付されている。これらの
体系的な展開と横断的かつ効率的な調整と推進
体制の構築のために、本庁内に「兵庫県環境学
習環境教育推進本部 11」が設置された。同時に
各県民局にも「同地域推進本部」が設置された。
もともと県知事の発案からはじまったプログラ
ムである。それが、現在は県民のライフステー
ジに応じた自らの体験や発見を中心とする兵庫
県方式の環境学習・教育として、教育委員会を
はじめ各部局と連携し、段階的、継続的に実施
がはじまった（図 3参照）。このプログラムは、
①幼児（幼稚園児・保育園児）を対象に幼児期
における体験型環境体験学習の普及を行うこと

がるという気づきの往還によって、社会全体に
イノベーションが起っていくことがわかる（図
2参照）とともに、これらの変化において教員
の意識醸成が環境体験学習の重要な要となるこ
とが明らかになった。
　しかしその一方で、教員の意識や経験知に
よって学習内容や成果に大きな差がでることや
活動時間の確保の難しさなど、いくつかの課題
も見つかった。兵庫県東播磨管内での実践報告
によると、校庭でさつまいもを植え、収穫する
だけの体験や博物館見学だけで済ませてしまう
ケースも見られる。そうした学校ではコーディ
ネーターの必要性や地域とつながることの重要
性に対する意識もないものと推察される。こう
した背景には、実際の活動内容が担当教員に委
ねられており、教員の意識や経験知により環境
教育としての成果をあげられていないこともあ
るのではないか。そのような課題意識から、環
境教育担当教員へのアンケート調査10を実施し
たところ、教員の多数が、環境教育について
十分理解できていないと答えており、さらには、
身近な自然の価値はおろか存在そのものに気づ
いていないという回答もあった。学校での環境
教育を推進するためには、「教師は、インスト
ラクー、ファシリテーター、コーディネーター、
インタープリターとしての指導を意識して実践
を進めること」（大森 2016 : 48）が必要である
が、現実とはかけ離れているという課題に直面
している。
　この課題を解決するためには、環境教育担当
教員の適切な教育が必要である。適切な教育と
は、まずは教員自身が、身近な自然の存在に気
づくこと、さらに体験を重ね、自らが興味・関
心を持ち、多様なステークホルダーとつながる
ことの必要性を実感し、その手法を学ぶことで
ある。そのためには、教室と現場を結ぶ教育、
教員と地域・専門家を結ぶ教育を体系的に身に
つける養成プログラム、つまりは、教員自身が
学校外の人々と関わり合いながら環境体験プロ
グラムを創るというプロセスを可能にする体系
的な内容でなければならない。学校教育の教員
研修においては、このような視点での体系的な

10 2011年から 2014年まで筆者が講師をつとめた環境教育担当教員研修のアンケート 6回分及び 2013年度明石市環境教育担当者へのアン
ケート調査を実施。

11 推進本部の構成員は、本部長・井戸敏三知事、副本部長・副知事、本部各担当部門の部・局長が充てられている。事務局は、兵庫県健
康生活部環境局環境政策課が担当している。
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けとして、環境に幅広く関心をもち、理解を深
めるとともに、自然に対する感性や命を尊ぶ心
を育むことに重点をおいた施策展開が必要と認
識されている。このため、学校の教育課程に位
置づけて行う環境教育に加えて、各地域の特性
に応じた多様な体験学習の実施の 2本の柱とし
て、小学 3年生での「環境体験事業」、小学 5
年生の「自然学校」の全校実施をしている（図
4）。これらは、全国でも先駆的な取り組みとし
て注目されている。

を目的とするひょうごっこグリーンガーデン 、
②学齢期の児童・生徒を対象としたひょうごグ
リーンスクール、③生涯学習の場としてのひょ
うごグリーンサポートクラブの 3つの柱で構成
されており、幼児期～シニア世代までのライフ
ステージに合わせた環境体験学習の目的と方向
性を示している。
　特に「ひょうごグリーンスクール」は、学齢
期において、全ての児童生徒が自然とのふれあ
いや身近な生活の中での気づきや発見をきっか

図 3　ライフステージに応じた環境学習・教育の推進（農政環境部環境創造局環境政策課 , 2008）

図 4　環境体験事業と自然学校の系統について（兵庫県教育委員会 , 2009）
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推進本部のある各県民局・環境課に地域環境学
習コーディネーター 1名が配置され、各教育事
務所には、環境体験地域支援委員会が設置され
ていた。しかし、2011年から段階的に配置人
数が減らされ、2013年度からはコーディネー
ターとしての専門員は 1人も配置されていない。
　体験学習のフィールドとしては、田畑が最も
多く、ついで、水辺、里山、地域となっている。
学習カリキュラムは、1年を通しての学習とし、
事前学習→校外環境体験活動（3回以上）→事
後学習・まとめ（作文・絵・発表会など）とい
う流れになっている。 
　具体的な学習内容として、里山をフィールド
に活動している明石市立魚住小学校の事例を紹
介する。2007年度から活動がはじまり、筆者
も初年度のプログラムづくりから関わってきた
小学校の 1つである。学校から徒歩 20分ほど
のところにある里山の風情を残す金ヶ崎公園内
の樹木の観察を中心に 1年を通した体験学習を
行っている。テーマを「この木、何の木 ?ぼく
たちの木」とし、毎年、4クラス約 120名の児
童が、4～ 5人の班ごとに自分たちの木をひと
つ決めて、名前を考え、1年を通して同じ木の
観察をする。自分たちで工夫を凝らして作成し
た名札を木にくくりつけ、季節による木とその
周辺の自然の変化を体感するプログラムになっ
ている。途中、野外での体験を定着させるた
めに、DVDや講師の話を聞き、新たな自然と
のつき合い方を学ぶ機会も設けている。そして、
1年の終わりの頃には、自分たちの木をテーマ
にした物語をつくり、画用紙 4つ切りが 1ペー
ジの大きな絵本を作成する。支援者は、地域の
市民活動団体「森の探偵団」の全面的なサポー
トで、安全でかつ充実した活動が行われている。
初めは、気持ち悪いからという理由で木に近づ
くことや落ち葉の上を歩くことも出来なかっ
た子どもも多くいるが、1年が過ぎるころには、
落ち葉の中に埋もれたり、転げまわったり、自
然の中での体験を満喫できるようになっている。
そして、まとめの絵本には、自然を体験した子
どもにしか書けないような力強い大きな木の絵
が描かれ、自分たちがこの木のためにできるこ
とを考えたストーリーが生み出される。毎年 3

　兵庫県では、全公立小学校の 5年生を対象に
実施する 4泊 5日以上の集団宿泊型自然体験を
「自然学校」12と呼んでいる。このような学校
教育の枠組みの中で県単位での取り組みは、全
国の先駆けとなるものであり、1989年から現
在まで継続されている。
　2008年に出された中央教育審議会答申では、
長期宿泊体験活動について、自己が明確になり、
自覚されるようになる小学生においては、自然
の偉大さに出会ったり、身近な学校の仲間との
かかわりを深めたりする自然の中での集団宿泊
活動が大切であるとされた。この答申を踏まえ
新小学校学習指導要領では、自然の中での集
団宿泊活動など、自然に親しむとともに、好ま
しい人間関係の形成や連帯感を深める体験活動
の推進が明記された。国は、一週間程度の長期
集団宿泊活動を通して、社会性や豊かな人間性
を育むため、2008年から総務省、農林水産省、
文部科学省が連携した「子ども農山漁村交流プ
ロジェクト」を実施している。この国の動向は、
20年間取り組んできた兵庫県の「自然学校」
がモデルとなっており、兵庫方式の「自然学
校」の教育的役割は、ますます重要度が増し
ている。

3. 2　兵庫県環境体験事業

　ひょうごグリーンスクールのもう 1つの柱と
して、兵庫県下の全公立小学 3年生を対象に環
境体験事業が実施されている。命の営みやつな
がり、命の大切さを学ぶため、地域の自然の中
に出かけて行き、地域の人々等の協力を得なが
ら、自然観察や栽培、飼育など、五感を使って
自然にふれあう体験型環境学習の場と位置づけ
られており、県単位で予算をつけて事業化し
ているのは全国でも兵庫県だけであることか
ら、先進的な取り組みといえよう。実施につ
いては、2007年度に推進がはじまり、212校
（約 25%・参加児童数 12,870人）で先行実施さ
れた。その後、2008年度、推進校 508校（約
60%）、2009年度、全 805校（100%）実施とな
り、2014年度現在も継続実施されている。
　人的支援としては、2007年度当初は、地域

12 2010年度からは実施要項が改定され、5泊 6日が、4泊 5日以上という表現に変っており、学校の実情に応じて実施日数を決定できる
ようになった。
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ることがわかった。行政側で交通整理をしてく
れる専門員がいなくなったことで、中味の精査
ができにくくなったと同時に、学校と支援者の
思いや活動に対する温度差、支援したいことと
支援してもらいたいことの食い違いなど、両方
の立場から悩みを耳にするようになった。

3. 4　環境教育におけるコーディネーターの
役割

　コーディネートとは、「調整する、統合させる」
（堀内 2011）コーディネーターは、「調整する人、
進行係、司会者」（堀内 2011 : 211）と記されている。
　つまり、コーディネートとは「その事業に
関わる全ての人々が、活動しやすい環境、体
制の整備、活動の支援を行うこと」、コーディ
ネーターとは、「その事業に関わる全ての人々
が、活動しやすい環境、体制の整備、活動の
支援を行う専門職」（ホールアース自然学校編 
2000 : 17）といえる。すなわち、「コーディネー
ターは、おもいを形にするための必要不可欠な
専門職で、プロフェッショナルであると認識し、
活躍できる環境をつくることが大切」（ホール
アース自然学校編 2000 : 21）である。NPO法
人環境ネットワーク・文京15が実施している学
校を中心に地域で環境活動のコーディネートで
きる人材を養成する「環境教育コーディネー
ター養成講座」の募集チラシには、環境教育コー
ディネーターとは「市民・企業・大学・小・中・
高校・行政などの仲立ちをして、それぞれの持
ち味を活かした協働による、環境学習プログラ
ムをプロデュースする、今もっとも求められて
いる役割」と書かれている。
　コーディネーターについて、世古一穂は「全
体のプロセス、参加形態、プログラムを企画し、
スタッフを集めてくる全責任者、プロデュー
サー」（世古 1999 : 62） とし、全体の進行役を
務める総合ファシリテーター16と兼務すること
もあると述べている。言い換えれば、環境教育
におけるコーディネーターは、ファシリテー

月にまとめの会を実施し、支援者や保護者を招
いて絵本の発表会を行っている。支援者にとっ
ても自分たちのサポートの成果が目に見えるま
たとない機会となっており、今後もサポートを
続けていくためのモチベーションを保つ効果も
みられる。

3. 3　環境体験事業のサポート体制

　サポート体制としては、地域推進本部のある
各県民局環境課に 1名ずつ 1年単位の嘱託職員
として配置され、地域での環境学習・教育を支
援する人材・場所の確保、調整及び関係機関と
の連絡調整などを行っていた環境学習情報専門
員13制度が廃止され、現在は、地域支援者と学
校がそれぞれ、その場その場の対応をしている。
そのため、地域における環境学習・教育の円滑
な支援が必ずしもうまくいっていないケースも
出はじめている。
　また、市民が広く関わっている支援体制とし
て、「ひょうごグリーンサポーター」の登録制
度14があったが、現在は名前だけで実働のない
組織と言っても過言でない状況にある。 その
ため、今ではサポーターに登録していた農業従
事者や漁業者、水生生物調査員、森林ボランティ
ア・森のインストラクター 、自然保護指導員、
自然観察指導員、NPO等の市民活動団体の他、
PTA、地域ボランティアなどが個人または団体
として学校とつながり、必要に応じた支援を
行っている。主に、農業従事者のサポーターに
見られる傾向として、水田の一部を提供し、田
植えと稲刈りのみの体験をするというケースが
多い。本来は、稲の生育を見守り、汗を流して、
草取りなどの作業をすることで、米やそこに関
係する人や自然の営みに気づき、いとおしさの
ような感情が芽生えるはずなのだが、そこまで
時間をかけることができない現状があるようだ。
また、漁業者のサポートの場合でも、海の資源
である魚やタコを捕り、それを調理して食べる
ことそのものを体験学習としているケースもあ

13 2010年度までの名称は、地域環境学習コーディネーター。2011年 4月 1日から現在の名称に変更になっている。それに伴い、東播磨
県民局、北播磨県民局の兼務で 1名の配置となり、2013年度からは 1人もいなくなった。

14 地域のサポーターとして、市民個人が持っているスキルを使って地域の環境体験学習を支えるボランティア制度である。毎年、県民局
単位で募集し、必要に応じて、県のコーディネーターから協力依頼をしている。

15 文京区の環境を自分たちで守る個人・団体・事業者を幅広くネットワークし環境意識の向上、発展をはかるために活動する団体。　
http://www.n-bunkyo.org/（2017年 3月 31日閲覧）

16 直訳すると、「援助者・促進者」の意。ワークショップにおいては、意見をコントロールせず、全体の進行をコントロールする役割を担う。
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インタープリター17としてのスキルも忘れては
ならない。インタープリターが行う自然解説の
構造は、図 5に示したとおりである。これらの
スキルと経験を合わせもったコーディネーター
が存在することによって、よりよい環境学習の
場が紡ぎだされるのではないだろうか。

3. 5　コーディネート型環境教育の実践事例

　地域の協力により行政、NPO等 15団体を巻
き込んだコーディネート型環境教育法を実践し
た事例として掲げられるのが、明石市立高丘東
小学校である。明石市内でも、自然環境に恵ま
れている地域だが、筆者が環境教育コーディ
ネーターとして、初めて教員の相談を受けた時
の第一声は「この校区は自然がないので、バス
で三木山森林公園に行こうと思うんです」だっ
た。筆者が「校区の中にも豊かな自然があり
ますよ」と答えると、「えっ !」と驚いていた。
さらに地域の支援者から地域にあるため池の歴
史や現在の状況を聞き、その補足として、学校
から歩いて数分のところに自然のビオトープが
ある、これを活用しない手はないと地元のため
池の価値についての情報を投げかけた。教員は
判断をしかねる様子であったが、「それなら校

ターのスキルも合わせもっていることが望まし
いということになる。
　ファシリテーターのスキルとして、小林毅は、
環境教育におけるファシリテーションの要点と
大切な能力の要素として、以下の点を指摘して
いる（小林 2003）。まず、要点としては、①環
境教育の学びの目標段階を設定できること、②
環境教育の指導段階での、うながし・うけと
め・ウィズ（共にいること）の意識、③環境教
育プログラムの組み立て段階における参加者配
慮と学びへの配慮、④環境教育におけるファシ
リテーター・トレーニングの 4点を挙げている。
次に、大切な能力の要素として、①参加者の気
持ちが理解できること②学び・気づきのしくみ、
流れがイメージできること、③指導者として参
加者の学びに対して何ができるかという適切な
介入のイメージがもてるの 3点としている。さ
らに、これらの能力を磨くトレーニング方法と
して、「セルフ・トレーニングや第三者や実践
研修の場、モニタリングなど他者からのフィー
ドバックを受けること」、その上で、何より大
切なことは、「あきらめない（勇気・元気・根
気を持つ）こと、ていねい（真孿・謙虚・適当）
であること、続けていく（継続・評価）ことで
ある」（小林 2003 : 147）と述べている。また、

（⑤プログラム計画）

素 材

参加者
参 参

⑧直接体験

⑪フィードバック

④気づき

①ねらい/メッセージ③調査

⑨気づき

⑩うけとめ
⑥プログラム ②参加者理解

⑦うながしインタープリター

図 5　インタープリテーション（自然解説）の構造（小林 , 2003）

17 解説者。特に自然を解説し、人びとに自然に対する興味を持たせる自然教育の指導員のこと
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担当部局とも連携をとり、流す水のリスクが最
小限になるように配慮する等、関係部署が広
がっていった。これは、地域支援者の存在があっ
たからこそ実現した事例である。人と人の信頼
関係が多くの人を動かすワーキングネット形成
の原動力となったことはいうまでもない。とも
すれば縦割りに落ち入りやすい行政も市民団体
が関わることで、スムーズに各担当部署と連携
することができたと思われる。以後、取り組み
が継続しているが、2010年度においては、小
学校、ため池協議会、水利組合、PTA、地元の
つり愛好クラブメンバー、兵庫県東播磨県民局、
兵庫県加古川流域土地改良事務所、明石市地球
環境課、明石市農水産課、明石市水道局、県の
生物系委託業者、工事請負会社、明石のはらく
らぶ18、兵庫・水辺ネットワーク、エコウイン
グあかしと 15団体の連携・協働により実施さ

区でやりましょう。」と決断したのは学校長だっ
た。筆者は、その後も環境体験学習の指導や専
門家とつなぐ部分のコーディネート役を依頼さ
れた。その他の行政や水利組合等地域住民との
つなぎ役は地元にくらす元明石市農水産課職員
が地域支援者として担当してくれた。
　1学期は、「ため池のお話」「ため池での五感
体験と生きものさがし」、2学期 10月には、4
つの連なるため池のひとつの水を抜いてもらい、
子どもたちが池の中に入って生きものに触れ
る「ため池どろんこ探検隊」が行われた。農業
者にとって命綱とも言えるため池の水を抜いて
もらうことは容易なことではない。しかし、地
元水利組合長は、「子どもたちのために」と快
く承諾してくれたうえに、安全に入れるように、
事前の準備から水位の調節など、至れり尽くせ
りの対応をしてくれた。県のため池改修工事の

18 2004年 4月 1日に設立され、身近な自然と人の輪づくりをコンセプトに自然体験活動において、学校、地域、専門家をつなぐコーディ
ネートの役割を担う市民活動団体。

4.1

図 6   15 団体のワーキングネット形成の事例（筆者作成）

ため池に入って生き物にふれる子どもたち（筆者撮影）
図 7 図 8

4.14.1
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4. 2　環境教育担当教員研修におけるプロ
グラム

　研修の内容としては、明石市で実施した
2011年度、2012年度と加古川市、加西市は、
いずれも室内での座学とフィールド実習の組み
合わせで行った。2013年度、2014年度の明石
市での実施は、県立明石公園でのフィ－ルド実
習のみとし、座学は 6月と 2月に開催される環
境教育担当者会の折りに座学を行った。毎回
テーマを設定し、その時期、その場の素材を生
かしたフィールドワークを実施してきたが、ど
の回にも共通するこのプログラムの特徴は、「小
学生に伝わる」、「身近な自然を生かす」、「まず
は教員が楽しむ・感動する」ことに重きをおい
ている点である。レイチェル・カーソンのいう
「子どもと一緒に自然を探検するということは、
まわりにあるすべてのものに対するあなた自身
の感受性に磨きをかけるということ」、「しばら
く使っていなかった感覚の回路をひらくこと、
つまり、あなたの目、耳、鼻、指のつかいかた
をもう一度学び直すこと」（カーソン 1996 : 23）
まずは、教員自身が身近な自然の価値に気づく
ことがなにより重要であると判断した。そこで、
どの回も導入プログラムに五感体験を取り入れ
ている。さらにその手法は、パウロ・フレイレ
が「教育は伝えあいであり、対話である。」、「知
識の伝達ではない。」、「語り合う主体相互の出
会い」（Freire 1973 : 126）が教育者の任務であ
ると述べているように、また、ジョセフ B.コー
ネルも「おとなが子どもに話しかける時、心の
中で感じていることをそっくり伝えることは、
とても大切なこと」であり、「心の奥底にある
考えや感情を分かち合ってこそ、私たちの地球
に対する敬意と愛情を他人に伝え感化すること
ができる」（Cornell 1979 : 12）と指導者のため
のアドバイスとして記しているように、教員研
修の場においても、ただ自然観察の手法や知識
を伝えるのではなく、相互の対話によって感動
を分かち合い、高め合っていくプログラムでな
くてはならない。そこで、参加者相互で感動を
分かち合えるようなグループワークや自然の不
思議を Q&A方式で体感していく教員向けの新
たなプログラムを開発した。
　さらに、「コーディネート型環境教育」の視

れた（図 6）。
　このように教員の意識が変わり、地域の未来
の担い手を育てる学校が核となり多くの力が結
集すれば、地域の自然と人がつながると、図 7・
8のような体験の場が生まれる。こうした人と
人、人と自然、人と社会をつなぐコーディネー
ト型環境教育法を用いて、地域のワーキング
ネットを広げていけば、より深いつながりへと
進化し、新しいガバナンスに発展していくであ
ろうことを予見させるものである。

4．  自然体験学習に関する教員研修

4. 1　環境教育担当教員研修における社会実
験の概要

　環境体験事業のコーディネートやサポートを
継続していく中で、教員の意識や経験知によっ
て学習内容や成果に大きな差がでることや活動
時間の確保の難しさなど、いくつかの課題が見
つかった。校庭でさつまいもを植え、収穫する
だけの体験や博物館見学だけで済ませてしまう
ケースも見られ、そうした学校ではコーディ
ネーターの必要性も、地域とのつながりの重要
性も感じていないようだった。こうした背景に
は、実際の活動内容が担当教員に委ねられてお
り、教員の意識や経験知により環境教育として
の成果をあげられていないことが要因ではない
だろうか。この課題を解決するためには、環境
教育担当教員の教育が重要である。
　それは、単なる知識の習得ではなく、教員も
地域や身近な自然、専門家とつながるための
コーディネーターとしてのスキルを身につける
ことで、深い学びにつながるのではないか。そ
こで、コーディネート型環境教育法を意識した
教員研修プログラムを試行することとした。こ
のプログラムは、筆者が市から依頼を受けた
2011年 8月 23日、2013年 1月 22日、2013年
10月 22日、2014年 10月 28日（明石市 4回）、
2013年 8月 27日（加西市）2014年 8月 19日
（加古川市）のいずれも環境教育担当教員研修
であったが、6回とも参加教員の理解と協力を
得て社会実験として位置づけ、アンケートや個
別ヒアリングにより得られた知見をもとに、教
員育成の課題を検証することとした。
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返す中で、プログラムを精査していった。その
ため特に第 6回目の研修プログラムの中で大き
な変化があった。それは、プログラムづくりが
難しいという声を受けて、具体的な手法を身に
つけてもらうために、環境学習の下見を想定し
た研修プログラムを取り入れたことであった。
参加者全員に実際に翌週行われる明石市立花園
小学校の活動計画と検討中のワークシートを配
布した。これは、自分たちが主催者の立場にたっ
て環境学習のプログラムの検証を行うというも
のである。実際に配布したワークシートを利用
したり、冬に明石公園を利用したりするという
効果も出ている。6回分の研究内容、参加人数
等詳細は、表 1にまとめた。

点から多くの人やものとつながることで相乗効
果が生まれることを実感してもらうため、双眼
鏡等の観察道具を持っている小学校に持参して
もらうなど、各学校で協力することが可能であ
るという手本を示すことを心がけた。それは、
他校との繋がりの乏しい若い教員が、知らず知
らずのうちに、学校間の連携ができるしくみを
作ること、多くの地域支援者に研修に関わって
もらう中で、多様な人の存在に気づくことを目
的としたからだ。自然、教材等溢れるほどの情
報提供を行う機会とすることも意識した。
　そして、研修会終了後には、アンケート結果
や参加者の経過観察をもとにアクションリサー
チの手法を用い検証、改良を加えることを繰り

表 1　環境教育担当教員研修内容　（筆者作成）

日　　時 2011/8/23 2013/1/22 2013/10/22 2013/8/27 2014/8/19 2014/10/28

参加人数 20名 28名 20名 10名 10名 23名

開催場所

明石市立沢池小
学校
自然のなさそうな
空き地

明石市立江井島
中学校
周辺のため池

県立明石公園 加西市立総合教
育センター
横にある里山

加古川勤労セン
ター
平岡北小学校校
庭

県立明石公園

テーマ 小学生に伝わる
たのしい環境体
験学習をしよう ! 
―兵庫県環境体
験事業の実践事
例を通じて―

小学生に伝わる
たのしい環境体
験学習をしよう ! 
―冬の自然の中
から素材さがし
―

明石公園の秋を
楽しもう !～身近
な自然を生かし
た環境体験学習
をしよう !

里山を楽しもう !
～身近な自然を
生かした環境体
験学習をしよう～

子どもたちに伝
わる身近な自然
体験～

明石公園の秋を
楽しもう !～身近
な自然を生かし
た環境体験学習
をしよう !

座学内容 ① 明石のはらく
らぶの活動概
要
② 環境体験事業
の目的と意義
③ 地域の自然環
境を活かした
学習プログラ
ム実践事例 
④ 学習指導に求
められるスキ
ル
⑤ 発 達 段 階 に
合ったプログ
ラム

① 身近な自然体
験の方法と視
点（実践事例
を通して学ぶ
こと）
② 環境教育は何
を目指す教育
か
③ 理想のプログ
ラムづくり
④ 学習指導に求
められるスキ
ル

① 校庭など身近
な自然での体
験を通して子
どもの目線で
気づきを大切
にする 8つの
ポイント
② 環境教育と理
科教育
③ 環境体験学習
の理想のプロ
グラムづくり
④ 環境体験学習
指導に求めら
れるスキル
⑤ 発達段階に合
わせたプログ
ラムづくり
⑥ 導入としての
五感体験の意
義

① 校庭など身近
な自然での体
験を通して子
どもの目線で
気づきを大切
にする 8つの
ポイント
② 環境教育と理
科教育
③ 兵庫県の環境
教育の取り組
みについて
④ 理想のプログ
ラムづくり・地
域の環境を生
かした活動事
例紹介
⑤ 求められるス
キル
⑥ 発達段階に合
わせたプログ
ラムづくり
⑦ 五感体験の意
義

① 明石のはらくら
ぶの活動紹介
②環境教育とは
③ 理科教育の原
点
④ 環境教育と理
科教育など他
の教科とのつ
ながり
⑤ ESDとは
⑥ 身近な自然体
験で子どもの
目線で気づき
を大切にする 8
つのポイント
⑦ 五感体験の素
晴らしさ
⑧ 教材の使い方・
紹介
⑨ 生命はつながっ
ている。生物多
様性の話

① 校庭などの身
近な自然での
体験を通して
子どもの目線
で気づきを大
切にする 8つ
のポイント
② 環境教育と理
科教育につい
て
③ 環境体験学習
の理想のプロ
グラムづくり
④ 環境体験学習
指導に求めら
れるスキル
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られた。50%を超える教員が今まで気づかな
かった身近な生きものの存在に気づく記述が見
られる。また、ほとんどの教員が実際に体験し
た具体的な行為を挙げていることから、じっく
り観察することの大切さを理解、道具を正しく
使うことの効果を実感した。
　また、「環境教育担当教員としての印象」を
尋ねる問いでは、「肌で感じることが大切」「自
分で体験してみないとわからないことがたく
さんあった」、「五感を使った体験の必要性を
実感」、「身近なところにもたくさん自然があ
る、つまり、どこにでも素材がある」、「指導者
のスキルによって子どもへの伝わり方が違う」、
「もっと学びたい、学んだことを指導の参考に
したい」、「早速やりたい」、「自分自身が非常に
勉強になった」、「教える前に自分が体験し、感

4. 3　環境教育担当教員研修におけるアン
ケートの分析

　研修会後のアンケートにおいて「子どもの目
線での印象に残っていること」を尋ねたとこ
ろ、「バッタを捕まえたこと」、「セミを久しぶ
りに触った」、「虫が近くにいることがわかっ
た」、「バッタの子どもと成虫の違いを具体的に
見てよくわかった」、「草笛をしたこと」、「望遠
鏡でアオサギをみたこと」、「動きを見ると何を
考えているか想像してワクワクする」、「目を閉
じて自然の音を聞いたこと」、「都会の喧噪の中
でも目を閉じて耳を澄ませば、虫や鳥の声が聞
こえた」、「双眼鏡を持つとわくわく、体験って
楽しい」、「鳥がきれいだった」などの記述が見

フィールド
ワークの
内容

自然の乏しい貯
水池周辺にて素
材発見方法や子
どもと体験や感
動を共有するた
めの心得等
①スキルの紹介
② 子どもの目線
での気づき
③ 安全管理につ
いて

ため池での野鳥
を中心とした観
察
明石市の代表的
な自然景観であ
るため池を活用

明石公園自然た
んけん隊　～五
感をつかって秋
をさがそう !～
①緑は何色 ?
② クスノキのひ
みつって ?
③ どんぐりを見つ
けよう !
　　つぶつぶ
　　しましま
　　いがいが
　　穴あき
　　枝つき
④ 青い実を食べ
たのは誰 ?
⑤ どんぐりって ? 
どんぐりで笛を
つくう
⑥ 赤鉛筆の木を
さがそう !
⑦ たねのふしぎ
を探ろう !
⑧ 北の国からやっ
てきたカモは、
オス?メス?

里山の自然体験
を楽しむ素材さ
がし
Q&A
① 森に日が差して
いるのはなぜ ?
② ふかふかの地
面の正体は ?
③ セミのぬけが
らからわかるこ
とは ?
④ 草でできる簡単 !!
五感体験って ?
⑤ 草で手品がで
きる…!? 
⑥ どんぐりの赤
ちゃんは何歳 ?
⑦ ダンゴムシ何
種類 ?

校庭での自然体
験を楽しむ素材
さがし
Q&A
① はっぱについた
宝石の正体は ?
② 草でできる簡単 !!
五感体験って ?
③みどりは何色 ?
④ セミのぬけがら
からわかること
は ?
⑤ 草で手品にチャ
レンジ・・・!?

明石公園自然た
んけん隊
その 1　
五感を使って秋
みつけ～
① 緑は何色 ?
② 自然の色をみ
つけよう !（色
鉛筆を使った
手法）
③ はっぱを使っ
て自然をかん
じよう !
④ どんぐりを見つ
けよう !
　　つぶつぶ
　　しましま
　　いがいが
　　穴あき
　　枝つき
その 2
環境学習プログ
ラムをつくろう !
（例 :○○小学校）
① 下見を体験し
よう
② ワークシート点
検
③安全確認
④ 季節の素材を
さがそう

講　　師 ・ 環境教育コー
ディネーター
・ 元日本野鳥の
会レンジャー

・ 環境教育コー
ディネーター
・ 元日本野鳥の
会レンジャー・
兵庫県水辺地
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理解していなかった」と回答しており、環境体
験事業のプログラムが環境教育を意識した内容
になっていない可能性を示唆する結果となって
いた。

　次に、今日の体験のなかで、ご自身の学校で
の環境体験学習に役立つことがあったかどう
かの問いでは、図 10に示したように、フィー
ルド実習について参考になったという意見が
92%とかなり多かった一方、4%の参加教員が
今後の学習に役立つことがなかったと回答して
いた。その理由としては、学校で活用している
フィールドが「海のため」とか、「植物中心の
ため」等が挙がっており、参加教員の一部は
フィールド実習を単なる自然に関する知識習得
の場と捉えていたのではないかと推察できる。

 

じておくことが大切」、「教師の知識がとても大
切で子どもの興味関心への影響が大きい」、「学
びが深まる」、「気持ちが穏やかになった」、「ゆっ
たりとした時間の流れを満喫した」、「季節や
環境にあったフィールドワークの選択が大切」、
「本物の体験こそが価値ある体験」、「具体的な
観察手法がわかった」、「臨機応変に進めていく
力の必要性」、「丸谷さんのようなスゴイ方がい
ないと難しい」などが挙げられた。
　このことから、約 30%の教員が気持ちに関
わることを挙げており、体験することの大切
さを実感したようだ。また、約 80%の教員が、
手法の理解に関わること、すなわち、意外にも
身近なところに素材があることや季節、環境に
よる選択が必要であること、指導者のスキルや
知識、体験による子どもたちの学びの違いを実
感する記述が見られた。ここでは、専門家や環
境教育コーディネーターなど多様なステークホ
ルダーとつながる大切さを感じてくれた教員も
いた。
　また、座学についての感想を聞いたところ、
「偶然の出会いの大切さ」、「体験はどこでもで
きること」、「地域との連携の必要性」、「地域と
の関わりの中で子どもに感動を届けたい」、」「人
のつながりの大切さ」、「多くの人の協力で行う
ものであること」、「年間を見通したストーリー
設定の必要性」、「感動の芽を育てることが心に
残った」、「種名を知らなくても感動を共有する
ことができる」、「教師の意欲によって、子ども
の学習の深まりや広がりが違う」、「見せるだけ
では体験にならない」、「何か成果を残さないと
いけないと思っていたが、まず自然に触れるこ
とと聞いて安心した」、「たくさんの資料をしっ
かり読んで、校内に広げていきたい」等、これ
らの記述から、筆者が環境教育コーディネー
ターとして伝えたいことが伝わっていることが
うかがえる。このことからも体験を定着させる
ためには、理論的に説明することは効果的で
あったといえるだろう。また、担当者が校内で
孤立しないための資料や材料を提供することが
必要であるという新たな課題も見つかった。
　さらに、環境教育に対する理解度についての
問いでは、本人の認識としてではあるが、環境
教育担当教員となって実際に体験プログラムを
行っているにも関わらず、図 9の通り半数の
48%の参加教員が環境教育について「あまり
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図９　環境教育に対する理解度について（91 名）
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図 10　研修会での体験が今後の環境体験学習に
           役立つかどうか？（81 名）
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まくいかない」、「教員の知識不足」、「講師等支
援者とのつながりがない」、「身近に自然がな
い」、「担当が毎年変わるので、年によってレベ
ルがさまざま」、「引き継ぎかうまくできていな
い」、「観察道具の不足」等が課題としてあがっ
ていた。
　一方で、見上一幸・及川幸彦は、「教師に期
待される能力」として、①指導計画の立案やカ
リキュラム・デザイン力、②コーディネート能
力、③校長や仲間、支援者サイドへの説得力、
④支援者サイドへのアクセス能力、⑤地域内で
の連携力を挙げており、その力を発揮するため
には、①同僚教員や校長の理解と支援、②教育
委員会の理解、③高等教育機関、NPO、社会教
育施設など知識ベースを支える組織の協力、④
保護者の支援と理解が必要だと述べている（見
上・及川 2012 : 150-1）。このことから、教員が
課題として挙げている点こそが、もっとも求め
られている点であるということが、今回のアン
ケート結果から明らかになった。この裏腹とも
言うべき結果から、今後の教員研修には、「プ
ログラム・カリキュラムづくりや知識・技術の
習得」、「専門家や地域の支援とネットワークづ
くり」、「学校での継続的な学習の工夫」を取り
入れていくべきであろう。 

　今後、コーディネート型環境教育を理論構築
していく上で、もっとも重要な問いとして「環
境体験学習を進める上で困っていることや課題
と思っていること」（図 11）としては、「活動
時間の確保」が突出して多かった。このことか
ら、「総合的な学習の時間」を使って環境体験
学習を行ってよいと、事業化、制度化されてい
るにも関わらず、この結果は意外であった。そ
のことから、十分な活動時間がとれていない現
状が浮き彫りになったといえよう。制度の中で
行われている学習であれば活動時間は確保して
しかるべきである。ただ、学校行事に追われる
現状も耳にする。それならば「総合的な学習の
時間」ばかりに頼るのはなく、休み時間や理科
や国語、道徳など他教科との繋がりの中で時間
を見つけていくことが重要である。この結果を
踏まえて、5回目からは、「環境教育と理科教
育など他の教科とのつながり」についても言及
しているが、今後は、今日の体験がどの場面で
使えるか等のワークショップ等を行う等、教員
ひとりひとりが創造的に授業を組み立てられる
プログラムが必要になってくるだろう。
　次に課題として多かったのは、「教材」と「ス
キル不足」だった。これらは、教員研修で十分
解決可能な課題である。他には「カリキュラム・
プログラムづくり」、「地域支援者との関係がう

図 11　環境体験学習を進める上で困っていることや課題と思っていること
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して、学校と地域社会との繋がりや関係性を問
い直し、未来につないでいくことを重視した汎
用性のある研究へと進化させていきたい。
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5．  おわりに

　学校教育における環境教育をより効果的で、
持続可能なものにするためには、教員自身が地
域の人や自然と関わるスキルを身につけること
が必要である。このような課題意識から、コー
ディネート型環境教育法という新しい概念と研
修プログラム開発を目的に、研究を進めてきた。
本研究ノートでは、その前提となる環境教育の
基本的概念の整理と自然体験学習の意味を提示
した。さらには、兵庫県環境体験事業という行
政施策でのコーディネート型環境教育の成果や
課題の精査のために、社会実験として、環境教
育担当教員向け研修を 6回実施した。その際の
教員の様子やアンケート結果から教員の変容や
課題を導き出し、今後の教員研修のあり方や
コーディネート型環境教育法の必要性について
検証を行った。その結果、教員に期待される能
力として、「プログラム・カリキュラムづくり
や知識・技術の習得」、「専門家や地域の支援と
ネットワークづくり」、「学校での継続的な学習
の工夫」等が導き出された。
　環境教育においては体験型学習が有効である
ことは従前から指摘されてきていたが、それを
学校教育において効果的に実現することは難し
かった。そのために教員自身が自然体験学習を
企画し実施する能力を身に着けることが必要と
考え、プログラム開発とその実施を進めてきた。
このプログラムそれ自体が環境教育コーディ
ネーターの介在によって進められ、そしてそれ
を高く評価する結果もあるが、教員自身がそれ
ぞれの教育現場においてコーディネーターとし
ての役割を果たしていかなければならないこと
も明らかになっている。研修受講者の中には、
部分的にではあるが、そうした認識が得られ始
めている。
　今後は、社会実験を重ね、コーディネート型
環境教育法という新しい概念の一般化と期待さ
れる能力の習得に向けた有効な研修プログラム
を提示していきたい。その上で、従来の教科教
育研究への新しい展開を模索し、学校と地域社
会が協働することによる環境教育の新たな理論
枠組みを構築していきたい。そのためにも、既
に行っている理科担当教員研修、学校単位の教
員研修、小・中学校初任者研修でも同様に分析
を進め、これからの環境教育が目指すモデルと


